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表紙

第 1 1 5 回 定 時 株 主 総 会 資 料

（電 子 提供措 置事 項の うち 法令 及び 定款 に基 づく書 面 交付請 求に よる 交付 書面 に記 載し ない 事項）

業務の適正を確保するための
体制及び当該体制の運用状況
連結株主資本等変動計算書
連 結 注 記 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表

（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

東洋埠頭株式会社
　上記事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基
づき、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面に
は記載しておりません。
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会社の体制及び方針

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(１) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社及び子会社（以下、当社グループ
という）の業務の適正を確保するための体制

① 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア．コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を

設置し、コンプライアンスを最重要課題の一つとして職務の執行に当たるよう教育、指導を徹底する。
イ．コンプライアンス・リスク管理委員会の活動については、取締役会、監査等委員会に報告する。
ウ．コンプライアンス・リスク管理委員会に下部組織を設置し、当社のコンプライアンスについて教育、指導を推進
する。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会、経営会議、執行役員会等の議事録及び職務執行に関する重要な稟議書等の文書は、法令及び当社の文書
規程に基づいて管理、保存する。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア．事業上のあらゆるリスクに対処し、リスク全般を統括する組織として、社長を委員長とする「コンプライアン
ス・リスク管理委員会」を設置し、予防対策及び有事の対策を講じる。

イ．コンプライアンス・リスク管理委員会に下部組織を設置し、迅速に当社のリスクを把握して、対策等を講じる。
ウ．特に人命尊重、安全の確保には重点を置き、「全社ゼロ災推進本部」「支店ゼロ災推進本部」を設置し、ゼロ災

活動を強化する。
④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ア．当社は、経営の効率化を図り、コーポレート・ガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入している。取締
役会は迅速な意思決定と経営の監督を掌ることとし、取締役会の決定に基づき執行役員が業務執行を迅速且つ効
率的に行っていく。

イ．毎月定例の取締役会の他、必要に応じて取締役会を開催して迅速に意思決定し、機動的に業務を執行する体制と
する。

ウ．経営会議を定期的に開催して、業務執行上の重要課題について掘り下げて議論し、戦略を練る。
エ．執行役員会及び全国支店長会議を定期的に開催し、業務執行状況を確認するとともに経営方針の徹底を図る。
オ．コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、
取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化する。
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会社の体制及び方針

⑤ 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア．使用人の職務の執行にあたっては、会社職制規程、職務分掌規程に従って責任体制、担当範囲を明確にする。
イ．内部監査として業務監査部が定期的に業務監査を実施し、各業務の適法性について監査する。
ウ．コンプライアンス・リスク管理委員会が、随時コンプライアンスについて教育、広報を行う。
エ．「行動の指針」を実践し、関係法令、社会のルールを遵守することを徹底する。

⑥ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
ア．当社のコンプライアンス・リスク管理委員会が当社グループのコンプライアンスを統括し、推進していくととも
に、子会社各社にコンプライアンス推進責任者を置き、子会社各社のコンプライアンスを推進する。

イ．子会社各社の経営については、その自主性を尊重しつつ担当執行役員が管理を行い、重要案件については事前協
議を実施する。また、定期的に関係会社社長会を開催し、業務執行状況の報告を求める。

ウ．当社のコンプライアンス・リスク管理委員会が当社グループのリスク管理体制を推進していくとともに、子会社
各社にリスク管理推進責任者を置き、子会社各社のリスク管理を推進する。

エ．当社の業務監査部が定期的に子会社各社の業務監査を実施し、適法性について監査する。
オ．当社の監査等委員と子会社各社の監査役が当社グループの業務の適正を図るための連携を図る。
カ．子会社各社の重要事項に関しては、社内規程に従い、当社の取締役会または社長が承認する。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会から補助すべき使用人を必要とする旨申し出があった場合は、監査等委員会と協議して補助すべき使

用人を業務監査部の要員の中から選任する。
⑧ 監査等委員会を補助すべき取締役及び使用人の取締役（監査等委員を除く。）からの独立性並びに当該取締役及び当

該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ア．監査等委員会を補助すべき使用人の人事異動、人事考課等は、監査等委員会と協議して行う。
イ．当該使用人は監査等委員会の指揮命令に従う。

⑨ 当社グループの取締役、監査役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に
関する体制
ア．当社グループの取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令及び
社内規程に定める方法等に従い、直ちに監査等委員会に報告する。

イ．当社グループの取締役、監査役または使用人は、業務執行に関する重要事項について監査等委員会に報告する。
ウ．上記ア．イ．の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いをしない。
エ．当社の業務監査部は、当社グループの業務監査の結果を監査等委員会に報告する。
オ．当社グループの監査等委員及び監査役はグループ監査役会議を開催し、情報を共有する。
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⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア．監査等委員は、当社グループの主要な稟議書及び業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役ま
たは使用人から説明を求めることができる。

イ．常勤監査等委員は取締役会の他、経営会議、執行役員会及び全国支店長会議をはじめ重要な会議に出席する。
ウ．監査等委員会は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行い連携を図
る。

エ．監査等委員会は、業務監査部及び子会社の監査役と連携を図りながら監査を行う。
オ．監査等委員会は、定期的に社長と面談し、意見の交換を行う。
カ．当社は、監査等委員の職務の執行に係る費用等について、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明

した場合を除き、速やかにこれを支払う。
⑪ 反社会的勢力排除に関する事項

当社グループは、企業の社会的責任を十分認識し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し
ては、法令に則し毅然とした態度で対応する。

(２) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制の運
用状況の概要

① コンプライアンス及び損失の危険に関する取り組みの状況
コンプライアンス・リスク管理委員会を４回開催いたしました。全体研修及び内部通報制度の運用状況などにつき

まして主管部署から報告を受け、また、その他コンプライアンス及びリスク管理に関する課題につきまして議論し、
対策を講じました。

② 職務執行の適正及び効率性の確保に関する取り組みの状況
経営の監督を掌り、迅速な意思決定を行うため、取締役会を14回開催いたしました。また、経営会議を22回、執行
役員会を４回、全国支店長会議を12回、関係会社社長会を２回開催し、業務執行状況を確認するとともに経営方針の
徹底を図りました。

③ 監査等委員である取締役の監査の実効性確保に対する取り組みの状況
常勤監査等委員である取締役は取締役会のほか、経営会議、執行役員会、全国支店長会議、コンプライアンス・リ
スク管理委員会など重要な会議及び委員会に出席いたしました。また、グループ会社の監査役とグループ監査役会議
を適宜開催し、連携を図りました。
監査等委員である取締役は監査等委員でない独立社外取締役との意見等交換会を開き、連携を図りました。
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書（自 2025年４月１日　至 2026年３月31日）

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配
株主持分

純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益

剰余金 自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券

評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る
調整

累計額

その他の
包括利益
累計額
合計

当期首残高 8,260 5,181 9,698 △492 22,649 3,610 177 914 4,701 179 27,530

当期変動額

剰余金の配当 △478 △478 △1 △479

親会社株主に帰属する
当期純利益 1,466 1,466 1,466

自己株式の取得 △327 △327 △327

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 2,379 △56 306 2,628 31 2,660

当期変動額合計 － － 988 △327 661 2,379 △56 306 2,628 30 3,320

当期末残高 8,260 5,181 10,686 △819 23,310 5,989 120 1,220 7,330 209 30,850

(単位：百万円)

(百万円未満切捨)
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連結注記表

連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１. 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社
　連結子会社は㈱東洋埠頭青果センター、㈱東洋トランス、東京東洋埠頭㈱、鹿島東洋埠頭㈱、志布志東洋
埠頭㈱、東永運輸㈱、ＯＯＯ東洋トランス、ＯＯＯＴＢ東洋トランスの８社であります。

② 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社　　　　東光ターミナル㈱、㈱ティーエフ大阪

　非連結子会社については、小規模であり、総資産、営業収益、当期純損益及び利益剰余金等（持分に見合
う額）はいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

２. 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社

　非連結子会社である東光ターミナル㈱及び、関連会社である坂出東洋埠頭㈱、㈱オーエスティ物流、新潟
東洋埠頭㈱、上海青旅東洋物流有限公司の５社に持分法を適用しております。

② 主要な持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
非連結子会社　　　　　　　㈱ティーエフ大阪

③ 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社はそれぞれ当期純損益及び利益剰余金等（持分に見合う額）か
らみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、全体としても重要性がないの
で持分法を適用しておりません。

④ 持分法を適用した関連会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の事業年度に
係る計算書類を使用しております。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうちＯＯＯ東洋トランス、ＯＯＯＴＢ東洋トランスの決算日は12月31日であります。
　連結計算書類の作成に当たっては、12月31日現在の計算書類を使用しております。
　なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４. 会計方針に関する事項
⑴ 重要な資産の評価基準及び評価方法

① その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）によっております。

市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法によっております。
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有形固定資産
(リース資産を除く)

　定率法によっております。ただし1998年４月１日以降に取得した建物（建
物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び
構築物については定額法によっております。

無形固定資産
(リース資産を除く)

　定額法によっております。なお、自社利用ソフトウェアについては、社内に
おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

リース資産 　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

② 棚卸資産
原材料及び貯蔵品 　個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの

方法により算定）によっております。
⑵ 重要な減価償却資産の減価償却の方法

⑶ 重要な引当金の計上基準
　貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を
計上しております。

⑷ 重要な収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び
当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① 国内総合物流事業（倉庫業）

　倉庫業においては、主要港及び交通至便な内陸地に、普通倉庫、冷蔵倉庫、青果物倉庫、危険品倉庫、
サイロ、トランクルームなど、各種の倉庫を有しており、入庫作業、保管、出庫作業等を一貫の取引業務
として行っております。当該取引は、入庫作業及び出庫作業完了時や、一定の保管期日到来時点で履行義
務が充足されると判断し、収益を認識するほか、一部取引においては入庫作業、保管、出庫作業等を一体
の取引として業務進捗に応じて収益を認識しております。

② 国内総合物流事業（港湾運送業）
　港湾運送業においては、石炭、鉱石類、穀物類などの大量ばら積み貨物を大型港湾荷役機械で、揚げ積
み作業を行うほか、コンテナ船からの取り卸し、シャーシへの積載、輸出時の船舶への積込まで総合的な
コンテナターミナル運営業務を行っております。当該取引は、役務提供完了時で履行義務が充足されると
判断し、収益を認識しております。
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③ 国内総合物流事業（自動車運送業）
　自動車運送業においては、普通トラックによる輸送はもとより、定温車、コンテナシャーシ及び牽引
車、トレーラー、特殊タンク車等々、輸送貨物に合わせた車両による運送、利用運送を行っております。
当該取引は、貨物の出荷又は引取後の運送を実施した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識
しております。

④ 国内総合物流事業（その他の業務）
　その他の業務においては、工場等の構内作業、船舶代理店、保険代理店等、各種物流サービスに関連す
る業務を行っております。当該取引は、役務提供完了時に履行義務が充足されると判断し、収益を認識し
ております。

⑤ 国際物流事業（国際運送取扱業）
　国際運送取扱業においては、輸出入に伴う通関・納税等さまざまな法令手続き処理をはじめ、陸海空を
組み合わせた国際複合一貫輸送を提供しております。法令手続き処理等については、役務提供完了時に履
行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。輸出入に関わる海上輸送や鉄道輸送等の長期間
にわたる輸送業務については、一定の期間にわたり履行義務を充足するものと判断し、期末日時点をまた
ぐ輸送業務については、到着までの予定期間を分母に、出発から期末日までの期間を分子に進捗度をアウ
トプット法で見積もって収益を認識しております。

⑸ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。また、在外連結子会社の資産及び負債は当該子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換
算し、収益及び費用は、期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整
勘定に含めて計上しております。持分法適用の在外関連会社の資産、負債、収益及び費用は、当該関連会
社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含め
て計上しております。

② 退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に
おける見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。なお、退職給
付債務の算定にあたり退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、期間定
額基準によっております。
　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額
法により、発生した連結会計年度の翌連結会計年度から費用処理し、過去勤務費用は、その発生時の従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により、発生した連結会計年度から費用
処理することとしております。
　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部における
その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上することとしております。

－ 7 －
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連結注記表

有形固定資産 774百万円
投資有価証券 3,599百万円

計 4,374百万円

短期借入金 1,433百万円
長期借入金 7,145百万円

計 8,578百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 67,975百万円

（会計上の見積りに関する注記）
　当社川崎支店の火災について
　　（連結貸借対照表に関する注記）３．偶発債務に記載のとおり、当社川崎支店において、2019年4月16日

にベルトコンベアから火災事故が発生し、近隣の施設に延焼しました。これに対し、当社は、2022年３月28
日付にて損害賠償請求訴訟が提起され、2022年５月23日に訴状の送達を受けました。現段階での訴訟の進捗
状況では、当連結会計年度の連結計算書類に与える影響額を合理的に見積もることは出来ません。

　　なお、今後の訴訟の推移によっては、引当金を計上するなどの可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）
１. 担保資産

⑴ 担保に供している資産

⑵ 担保に係る債務

　上記の他、営業債務に対する金融機関からの債務保証の担保として定期預金50百万円を担保に供しており
ます。
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３. 偶発債務
　（当社川崎支店の火災について）

　当社は、以下のとおり、2022年３月28日付で損害賠償請求訴訟を提起され、2022年５月23日に訴状の送
達を受けました。また、2024年６月10日付で請求金額を変更する旨の拡張申立書が提出され、2024年８月
26日に送達を受けました。なお、変更の理由は、原告によると、訴状における請求には含まれていなかった
損害の費目を請求金額に追加したということです。

１．訴訟の概要
　当社川崎支店において、2019年４月16日にベルトコンベアから火災事故が発生し近隣の施設に延焼し
ました。これに対し、延焼した施設で発電事業を行っている株式会社京浜バイオマスパワー、また発電施
設の所有者である出光興産株式会社より2022年３月28日付にて、当社に対する損害賠償請求訴訟が提起
されました。

２．訴訟を提起した者の概要
⑴　名称：①株式会社京浜バイオマスパワー

②出光興産株式会社
⑵　所在地：①神奈川県川崎市川崎区扇町18番１号

②東京都千代田区大手町一丁目２番１号
３．損害賠償請求金額（遅延損害金を除く）

①41億5,722万1,740円
②10億52万193円

４．今後の見通し
　当社としては、事実関係の認識などに相違があるため、訴状の内容を精査のうえ、適切に対処していき
ます。訴訟の推移によっては、将来金銭的負担が生じる可能性がありますが、現時点では連結計算書類に
与える影響を合理的に見積もることは困難な状況です。

－ 9 －
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当連結会計年度期首
株 式 総 数（株）

当 連 結 会 計 年 度
増加株式数（株）

当 連 結 会 計 年 度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株　式　数（株）

発行済株式数

普通株式 7,740,000 － － 7,740,000

合計 7,740,000 － － 7,740,000

自己株式

普通株式 358,302 208,673 － 566,975

合計 358,302 208,673 － 566,975

（決　　　議） 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円） 基　準　日 効力発生日

2025年 6 月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 258 35 2025年 3 月31日 2025年 6 月27日

2025年10月31日
取 締 役 会 普通株式 219 30 2025年 9 月30日 2025年11月28日

（決議予定） 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり

配当額(円) 基　準　日 効力発生予定日

2026年 6 月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 359 利益剰余金 50 2026年 3 月31日 2026年 6 月26日

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) 自己株式のうち普通株式の増加208,673株は、2025年２月28日開催の取締役会決議及び2025年10月31
日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加208,500株並びに単元未満株式の買取りによる
増加173株であります。

２. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
⑴ 配当金支払額

⑵ 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

－ 10 －
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（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

⑴ 電子記録債権及び営業未収入
金 4,089 4,089 －

⑵ リース投資資産 440 505 65
⑶ 投資有価証券

その他有価証券 11,116 11,116 －
資産計 15,646 15,711 65

⑴ 営業未払金 2,483 2,483 －
⑵ 短期借入金 6,106 6,106 －
⑶ 未払金 896 896 －
⑷ 未払法人税等 378 378 －
⑸ 設備関係電子記録債務 25 25 －
⑹ 長期借入金 10,566 10,269 △296

負債計 20,457 20,161 △296

（金融商品に関する注記）
１. 金融商品の状況に関する事項

　当社及び一部の連結子会社は、設備投資計画に照らして、必要な設備資金を主に金融機関からの借入により
調達しております。当社は、一時的な余資の運用は預金等に限定し、短期的な運転資金については不足額を銀
行借入により調達しております。
　営業債権である電子記録債権及び営業未収入金、並びにリース投資資産に係る顧客の信用リスクは、与信管
理規程に沿ってリスク低減を図っております。
　投資有価証券は、主に当社グループと取引関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握し、市況や
取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
　借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

２. 金融商品の時価等に関する事項
　当連結会計年度末日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額1,133百万円）は「その他有価証券」には含めて
おりません。
　また、現金は注記を省略しており、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注
記を省略しております。
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区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券

株式 11,116 － － 11,116
資産計 11,116 － － 11,116

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

電子記録債権及び営業未収入金 － 4,089 － 4,089
リース投資資産 － 505 － 505
資産計 － 4,594 － 4,594
営業未払金 － 2,483 － 2,483
短期借入金 － 6,106 － 6,106
未払金 － 896 － 896
未払法人税等 － 378 － 378
設備関係電子記録債務 － 25 － 25
長期借入金 － 10,269 － 10,269
負債計 － 20,161 － 20,161

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

⑴　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

⑵　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
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（単位：百万円）
連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価

723 3,266

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価
をレベル１の時価に分類しております。
電子記録債権及び営業未収入金
　これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味
した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
リース投資資産
　リース投資資産の時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リス
クを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
営業未払金、短期借入金、未払金及び未払法人税等、並びに設備関係電子記録債務
　これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日まで
の期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類し
ております。
長期借入金
　長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割
引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（賃貸等不動産に関する注記）
１. 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸専用物流施設、賃貸住宅、賃貸店舗等
を所有しております。

２. 賃貸等不動産の時価に関する事項

(注１)  連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す。

(注２)  当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づ
く金額、その他の物件については、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標を
用いております。
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報告セグメント
合計

国内総合物流事業 国際物流事業

倉庫業 11,680 － 11,680

港湾運送業 8,597 － 8,597

自動車運送業 5,690 － 5,690

国際運送取扱業 － 5,402 5,402

その他の業務 3,200 － 3,200

顧客との契約から

生じる収益
29,168 5,402 34,571

その他の収益 3,508 － 3,508

外部顧客への

営業収益
32,676 5,402 38,079

（収益認識に関する注記）
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）４．会計方針に関する事項　⑷ 重要
な収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
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（単位：百万円）
当 連 結 会 計 年 度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 3,881

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 4,089

契約資産（期首残高） 285

契約資産（期末残高） 250

契約負債（期首残高） 8

契約負債（期末残高） 2

１. １株当たり純資産額 4,271円63銭
２. １株当たり当期純利益 201円44銭

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
⑴  契約資産及び契約負債の残高等
　契約資産は主に、国内総合物流事業（倉庫業）及び国際物流事業（国際運送取扱業）における役務提供のう
ち、期末日時点で業務進捗に応じて認識した収益に係る対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するもの
であります。契約負債は主に、国際物流事業（国際運送取扱業）における役務提供完了前に顧客から受け取っ
た対価であります。
　なお、当社及び連結子会社の取引に関する支払い条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要
な金融要素は含まれておりません。
　顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債は以下のとおりであります。

⑵  残存履行義務に配分した取引価格

　当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略して

おります。

（１株当たり情報に関する注記）

（その他の注記）
　該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（自 2025年４月１日　至 2026年３月31日）

株主資本 評価・換算
差額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券

評価
差額金

資本
準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益

剰余金
合計

固定資産
圧縮

積立金
買換資産
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 8,260 4,276 905 5,181 284 359 670 6,639 7,953 △466 20,929 3,486 24,415

当期変動額

固定資産圧縮
積立金の取崩 △6 6 － － －

買換資産積立金の
取崩 △14 14 － － －

剰余金の配当 △478 △478 △478 △478

当期純利益 839 839 839 839

自己株式の取得 △327 △327 △327

株主資本以外の
項目の当期中の
変動額（純額）

2,466 2,466

当期変動額合計 － － － － △6 △14 － 381 360 △327 33 2,466 2,499

当期末残高 8,260 4,276 905 5,181 277 345 670 7,020 8,314 △793 20,963 5,952 26,915

(単位：百万円)

(百万円未満切捨)
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有形固定資産
（リース資産を除く）

　定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建
物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び
構築物については定額法によっております。

無形固定資産
（リース資産を除く）

　定額法によっております。なお、自社利用ソフトウェアについては社内にお
ける利用可能期間（５年）による定額法によっております。

個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１. 資産の評価基準及び評価方法
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）によっております。

市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法によっております。

⑵　棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料及び貯蔵品 　個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの

方法により算定）によっております。
２. 固定資産の減価償却の方法

リース資産 　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

３. 引当金の計上基準
貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を
計上しております。

退職給付引当金 　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき計上しております。なお、数理計算上の差異は、その発生時
の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理し、過去勤務費用は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により、
発生した事業年度から費用処理することとしております。

－ 17 －
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個別注記表

4. 収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① 国内総合物流事業（倉庫業）
　倉庫業においては、主要港及び交通至便な内陸地に、普通倉庫、冷蔵倉庫、青果物倉庫、危険品倉庫、
サイロ、トランクルームなど、各種の倉庫を有しており、入庫作業、保管、出庫作業等を一貫の取引業務
として行っております。当該取引は、入庫作業及び出庫作業完了時や、一定の保管期日到来時点で履行義
務が充足されると判断し、収益を認識するほか、一部取引においては入庫作業、保管、出庫作業等を一体
の取引として業務進捗に応じて収益を認識しております。

② 国内総合物流事業（港湾運送業）
　港湾運送業においては、石炭、鉱石類、穀物類などの大量ばら積み貨物を大型港湾荷役機械で、揚げ積
み作業を行うほか、コンテナ船からの取り卸し、シャーシへの積載、輸出時の船舶への積込まで総合的な
コンテナターミナル運営業務を行っております。当該取引は、役務提供完了時で履行義務が充足されると
判断し、収益を認識しております。

③ 国内総合物流事業（自動車運送業）
　自動車運送業においては、普通トラックによる輸送はもとより、定温車、コンテナシャーシ及び牽引
車、トレーラー、特殊タンク車等々、輸送貨物に合わせた車両による利用運送を行っております。当該取
引は、貨物の出荷又は引取後の運送を実施した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識してお
ります。

④ 国内総合物流事業（その他の業務）
　その他の業務においては、工場等の構内作業、船舶代理店、保険代理店等、各種物流サービスに関連す
る業務を行っております。当該取引は、役務提供完了時に履行義務が充足されると判断し、収益を認識し
ております。
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有形固定資産 774百万円
投資有価証券 3,599百万円

計 4,374百万円

長期借入金（一年以内返済含む） 8,578百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 65,943百万円

短期金銭債権 53百万円
長期金銭債権 2,010百万円
短期金銭債務 3,071百万円

（会計上の見積りに関する注記）
　川崎支店の火災について
　（貸借対照表に関する注記）４．偶発債務に記載のとおり、川崎支店において、2019年4月16日にベルトコ
ンベアから火災事故が発生し、近隣の施設に延焼しました。これに対し、当社は、2022年３月28日付にて損
害賠償請求訴訟が提起され、2022年５月23日に訴状の送達を受けました。現段階での訴訟の進捗状況では、
当事業年度の計算書類に与える影響額を合理的に見積もることは出来ません。
　なお、今後の訴訟の推移によっては、引当金を計上するなどの可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
１. 担保資産
⑴　担保に供している資産

⑵　担保に係る債務

　上記のほか、関係会社の営業債務に対する金融機関からの債務保証の担保として定期預金50百万円を担保
に供しております。

３. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

－ 19 －
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営業収益 690百万円
営業費用 6,059百万円
営業取引以外の取引高 125百万円

４. 偶発債務
　（川崎支店の火災について）
　川崎支店において、以下のとおり、2022年３月28日付で損害賠償請求訴訟を提起され、2022年５月23日
に訴状の送達を受けました。また、2024年６月10日付で請求金額を変更する旨の拡張申立書が提出され、
2024年８月26日に送達を受けました。なお、変更の理由は、原告によると、訴状における請求には含まれて
いなかった損害の費目を請求金額に追加したということです。

１．訴訟の概要
　川崎支店において、2019年４月16日にベルトコンベアから火災事故が発生し近隣の施設に延焼しまし
た。これに対し、延焼した施設で発電事業を行っている株式会社京浜バイオマスパワー、また発電施設の
所有者である出光興産株式会社より2022年３月28日付にて、当社に対する損害賠償請求訴訟が提起され
ました。

２．訴訟を提起した者の概要
⑴　名称：①株式会社京浜バイオマスパワー

②出光興産株式会社
⑵　所在地：①神奈川県川崎市川崎区扇町18番１号

②東京都千代田区大手町一丁目２番１号
３．損害賠償請求金額（遅延損害金を除く）
①41億5,722万1,740円
②10億52万193円

４．今後の見通し
　当社としては、事実関係の認識などに相違があるため、訴状の内容を精査のうえ、適切に対処していき
ます。訴訟の推移によっては、将来金銭的負担が生じる可能性がありますが、現時点では計算書類に与え
る影響を合理的に見積もることは困難な状況です。

（損益計算書に関する注記）
　関係会社との取引高
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普通株式 548,850株

［繰延税金資産］
退職給付引当金 676百万円
貸倒引当金 646百万円
減損損失 240百万円
未払賞与 106百万円
資産除去債務 11百万円
その他 318百万円
繰延税金資産　小計 2,000百万円
評価性引当額 △952百万円
繰延税金資産　合計 1,047百万円

［繰延税金負債］
その他有価証券評価差額金 △2,654百万円
退職給付信託設定益 △201百万円
買換資産積立金 △158百万円
固定資産圧縮積立金 △127百万円
繰延税金負債　合計 △3,141百万円
繰延税金負債の純額 △2,094百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当期末における自己株式の種類及び株式数

（税効果会計に関する注記）
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

⑵　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
　当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に
関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処
理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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（単位：百万円）

種　　類 会社等の名称
議決権等
の

所有割合
関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額 科　　目 期末残高

子 会 社

㈱ 東 洋 埠 頭
青 果 セ ン タ ー

直接
100.0％

役員の兼任
資金の貸借
業務の委託
設備の賃貸

運転資金の貸付
（注１．３） △54 長期貸付金 1,855

㈱東洋トランス 直接
100.0％

役員の兼任
資金の貸借
業務の委託
設備の賃貸

運転資金の借入
（注２．３） △66 短期借入金 401

鹿 島 東 洋
埠 頭 ㈱

直接　
75.5％

役員の兼任
資金の貸借
業務の委託
設備の賃貸

運転資金の借入
（注２．３） 75 短期借入金 513

志 布 志 東 洋
埠 頭 ㈱

直接　
90.0％

役員の兼任
資金の貸借
業務の委託
設備の賃貸

運転資金の借入
（注２．３） 34 短期借入金 724

１. １株当たり純資産額 3,742円88銭
２. １株当たり当期純利益 115円１銭

（関連当事者との取引に関する注記）
　子会社及び関連会社等

(注１) 運転資金の不足額を貸付けるとともに、貸付先子会社及び関連会社の資金状況に応じて随時返済を受けて
おります。

(注２) 運転資金の余剰資金を借入れるとともに、借入先子会社の資金状況に応じて随時返済を行っております。
(注３) 貸付金及び借入金の金利は、当社が金融機関から借入れている短期借入金の平均金利に準じて決定してお

ります。
(注４) 子会社１社に対する長期貸付金等に対し、1,938百万円の貸倒引当金を計上しております。また、当期に

おいて貸倒引当金戻入額27百万円を計上しております。

（収益認識に関する注記）
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）4．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

（１株当たり情報に関する注記）

（その他の注記）
　該当事項はありません。
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